
令和３年度環境物品等の調達実績の概要 

令和４年６月 23日 

独立行政法人環境再生保全機構 

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号。以下

「グリーン購入法」という。）第８条第１項の規定に基づき、令和３年度における環境

物品等の調達実績の概要を取りまとめたので、公表する。 

１．特定調達品目の調達状況 

各特定品目の調達量等については、別表のとおりである。 

 ①目標達成状況 

  令和３年度調達実績は、目標設定を行った品目については 100％を達成 

 ②判断の基準を満たさない物品 

  無し 

２．特定調達物品以外の環境物品等の調達状況 

  調達にあたっては、エコマークの認定を受けている製品又はこれと同等のものを調

達するように努めた。 

３．その他の物品、役務の調達に当たっての環境配慮の実績 

  調達にあたり業者の環境配慮を促進するため、次の点について仕様書に明記した。 

 ○ 物品等の納入にあたっては、クラフト包装など簡易包装とすること 

 ○ 役務の提供事業者には、業務実施について環境物品等の使用を推進すること 

 ○  特定調達品目外の調達においても可能な限り環境配慮型物品の調達に努めること 

４．令和３年度調達実績に関する評価 

令和３年度は、特定調達品目の目標を 100％達成するほか、調達や納入に関して環

境に配慮した措置を講じた。 

令和４年度においても引き続きグリーン購入法の趣旨を各調達部門に徹底するとと

もに、判断基準を満たす物品等の調達に努める。 
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